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稲梓地域景観ガイドラインについて稲梓地域景観ガイドラインについて

　現在、下田市を６地域（稲梓、下田・本郷、白浜、朝日、蓮台寺、浜崎）

に区分した上で、地域の景観特性に応じた景観形成方針、景観形成基準

をきめ細やかに個別策定することを目的に、令和７年度から複数年を掛

けて市内全域で地域住民によるワークショップを開催し、地域別の景観

ガイドラインを作成しています。

　令和７年度は稲梓地域の景観ガイドラインを作成することを目的に、

全４回 (10 月 17 日、11 月 14 日、12 月 12 日、２月 6 日）、稲梓基幹集

落センターにてワークショップを行っております。

各地域の美しい景観特性を再確認し、将来、自分の住む地域を各地域の美しい景観特性を再確認し、将来、自分の住む地域を

どのようにしたいか、考えていきましょう。どのようにしたいか、考えていきましょう。
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※今後変更となる可能性があります。
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　ガイドラインを作成するとどうなるの？ガイドラインを作成するとどうなるの？　

　地域ごとに詳細な方針、基準を記載することによって、その地域が有する景観特性を住民のみならず、関係する全ての人

が理解でき、市民と事業者、市が協働で地域の景観整備・保全を図ることができます。

　また、建築物や工作物について届出を市に提出することが必要となり、ガイドラインに沿うよう指導することもできます。

　ワークショップの様子（第２回）　　ワークショップの様子（第２回）　
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